
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  配当をする場合                      

Ｑ：会社で配当をしようと思っています。

どのようにしたらいいのでしょうか？                            

                                              

Ａ：次のような取扱いになります。 

【解説】 

会社が剰余金の配当をする場合には、株主

総会の普通決議が必要で、①配当財産の種類

(金銭か現物か)と金額、②配当財産の割当に

関する事項及び総額、③剰余金の配当が効力

を生じる日を定めなければならないこととな

っています。 

株主総会を開催する時期は、特に定めがあ

りませんので、いつでも総会さえ開けば、配

当をすることができますし、何回配当しても

問題ありません。 

また、特例的に、取締役設置会社について

は、取締役会の決議によって、期中に１回限

り、配当を行うとする旨を定款に定めること

ができることとされています。 

なお、配当には回数制限がありませんが、

配当できる限度額が定められていますので、

その額までに抑えなければなりません。 

もし、その限度額を超えて配当をしますと、

その配当は無効になり、株主は会社にその配

当相当額を返還しなければならず、また、こ

の場合には、取締役にも責任が問われること

となりますので注意してください。 
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